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枚方市立山之上小学校 

         枚方市山之上 1丁目 32番 1号 

          ℡ 050-7102-9068 

  070-2299-4187（学校携帯） 

070-2299-4188（学校携帯） 

※電話の対応は、平日の８：００～１８：００です。 

         

 

第５３回入学式 

      日時      令和３年４月６日（火） 

      受付      ９時１５分～９時４５分 

      集合時刻  ９時４５分 

      開式     １０時 
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◎学校の概要 

創 立 昭和４４年４月１日開校（市内第１８番目の小学校） 

児童数・・・・・・４５２名  職員数・・・・・１８名 

校  区・・・・・・・開成小学校より藤田・宮之下・山之上地区 

五常小学校よりさつき丘地区 

枚方第二小学校より田宮地区の一部 

所在地・・・・・・枚方市大字山之上１２２８番地 

 

現 在   児童数 ５51名 （令和 3年 1月６日現在） 

１年（３学級） 101名     ２年（３学級） ８2名 

３年（３学級）  ８8名     ４年（３学級） 89名 

５年（３学級）  ９8名     ６年（３学級） 93名 

支援学級（６学級） 28名 

教職員数 ５０名 

 

学校所在地 

〒573-004７  枚方市山之上１丁目３２番１号 

 

 

◎ 本校の教育方針及び目標 

 

 

〔子ども像〕 

 １、考える児童・・・確かな学力を持つ児童の育成 

自ら学び、考え、知をつくる児童の育成 

自らの考えを的確に表現し、異なる考えにも耳を傾け、ともに高まり合う児童の育

成 

 

 ２、手をつなぐ児童・・・豊かな情緒を持つ児童の育成 

ともにつながり合い、支え合って行動する児童の育成 

学級、学校、家庭、地域に誇りを持ち、大切にしようとする児童の育成 

 

 ３、たくましい児童・・・自ら鍛え、頑張り抜く児童の育成 

確かな体力を持つ児童の育成 

社会生活に必要な規範意識と生活習慣を身につけ、誠心に行動しようとする

児童の育成 

 

 

心豊かで自ら考え、たくましく生きる力を育てる 
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令和 2年度の学力向上推進プラン 

                          

 

児童が互いにつながり合い、支え合い、高め合う学習集団・生活集団の形成 
 

児童が互いにつながり合い、支え合い、高め合う学級集団・生活集団の形成に向けて全教職員

が一体となって取り組み、児童の確かな学力・豊かな人権感覚、自己教育力感情を育む。そのため

に国語科を中心に全教科・領域を通じてよりよい学習形態や指導方法の工夫改善を図り、全児童

の学力の底上げを図る。同時に、児童の社会性、人間性を育み、全児童が暖かい思いやりを持って

規律正しく生活する学校づくりに全力で取り組む。 

その具現化のために学力向上推進部、生活力向上推進部、健康・体力向上推進部の３研究推進

部会が統一テーマを持ち、全教職員が一丸となって本校の課題解決に向けて全力で取り組み、研

究を推進する。 

 

学習規律系統表 

年 聞く 話す 書く 

 

低

学

年 

○ 話し手を見ながら聞く 

○ 話は最後まで聞く 

○ だまって挙手する 

○ 指名されたら返事して立つ 

○ みんなに聞こえるように話す 

・・・です 

・・・だと思います 

○ 話し合おうとする 

○ 聞き手を見て話す 

○ 黒板に書いてあることをきっ

ちりと書く 

○ したことやわかったことを書

く 

○ 自分の感想を書く 

 

 

 

 

   

学校教育目標 
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令和２年度 枚方市小中一貫事業 

四  中  学  園 
 

めざす子ども像 

 豊かな人間力と確かな学力を持つ子どもの育成   

 

 

   

 

   

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取り組み 

◎確かな学びの育成 

◎自立の力の育成 

◎小中学校間の円滑な接続 

◎共同体組織の構築 

◎特色ある一貫教育の推進 

◎事務連携の推進 

 

つながれ子ども！ つながれ大人！ つながれ四中学園！  
 

 

 

 

 

四中 
開成小 

学 

山之上小 五常小 
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◎入学まで 
① できるだけ自分の名前が言え、呼ばれたら「はい」と返事ができるようにしてください。 

② 所持品には、全てひらがなで名前を書いておいてください。 

  （シャツ、パンツなどの下着、くつ下等にも） 

③ 自分の持ち物がはっきり分かり、その扱いにもなれさせておいてください。 

（衣服の着脱、整理整頓の習慣、学用品の出し入れ、ランドセルの扱い等） 

④ どのようなタイプのトイレでも使えるように練習しておいてください。 

⑤ 学校生活を楽しみにできるような話をしてください。 

⑥ 家から学校までの通学路などを中心に、校区の様子を知るためにお子さんと一緒に歩いてみて

ください。 

⑦ 好き嫌いのない食事の習慣をつけておいてください。 

⑧ お箸の正しい使い方・小袋を開ける・みかんの皮むき・骨のある魚の食べ方の練習を、出来る範

囲でしておいてください。 

⑨ 早寝、早起き等健康上の習慣をきちんとつけてください。 

  （具体的には学校保健の項を参照） 

 

◎学用品と所持品                  

① 通学服・・・・・・ 普段着(脱ぎ着のしやすいもの)               ［上ぐつ］    ［体育館シューズ］ 

② く つ・・・・・・ 運動靴（運動場で体育の時間も使用） 

③ 黄色い帽子・・・・ 後日、市から無償配布 

④ 上ぐつ（白のバレーシューズなど）・・・「上」と書く 

体育館シューズ（白のバレーシューズなど）・・・「体」と書く 

⑤ 体育学習の服装・・・半袖トレーニングシャツ（白・丸首） 

                    半袖ハーフパンツ（濃紺）・赤白帽 

ゼッケン･･･アイロン付着、手縫いなど（手作り縦約１４cm×横約１９cm） 

   水着・・・・・・・・紺色スクール水着、メッシュ帽子（色は学年で統一しています。） 

              詳しくは、水泳授業の前にお知らせします。（メッシュ帽子は学年一括購入します。） 

⑥ 給食用エプロン等・・・白色で前開き(袖のあるもの)・白色帽子・マスク  全て個人持ちです  

⑦ 袋類・・・・・・・・体操服入れ、上ぐつ入れ、体育館シューズ入れ, 給食エプロン入れ、 

給食ナフキン入れ、手さげカバン 

 

［体操服入れ］           ［給食エプロン入れ］給食用エプロンと帽子、マスクを入れます           

［給食ナフキン入れ］ 

 

 

 

 

 

                    

 

白
い
布
に
、
ク
ラ
ス
、
名
前
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。 

35ｃｍ 

30ｃｍ 
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［手さげかばん］（道具箱が入る大きさ）［上ぐつ入れ］    ［体育館シューズ入れ］        ［給食ナフキン］ 

 
⑧ 文房具 

 鉛  筆・・・・・・・・・２Ｂを５本、赤鉛筆１本程度 

 消しゴム・・・・・・・・・実用的な白いもの（キャラクターのものはやめてください。） 

 筆  箱・・・・・・・・・開け閉めが簡単にできるもの 

 下敷き・・・・・・・・・使いやすい一般的な物 

 パ  ス・・・・・・・・・１６色程度のもの（クレヨンは不可）  、 パス用のガーゼハンカチ 

色鉛筆・・・・・・・・・１２色程度のもの（クーピーは不可） 

の  り・・・・・・・・・・つぼ型のり（シンプルなもの） 

 はさみ・・・・・・・・・・扱いやすいもの 

 セロハンテープ・・・・・・小さいもの 

ポリ袋 1セット・・・・２５×３５ｃｍ（パンの持ち帰り、学習で使用） 

 

⑨ その他 

   ハンカチ、ティッシュ 

名札、防犯ホイッスル・・・入学式当日にお渡しします。 

粘土板や鍵盤ハーモニカ(以前に使っていたものを使用していたものでも大丈夫です。) 

《注意》 

・すべてのものに、ひらがなで名前をはっきり書いてください。 

・ノート類、お道具箱、教材等は、学校で所定のものを配布します。 

     

◎ 学校徴収金について 
・ 振替手数料１回１０円 銀行口座振替日（毎月２日・１２日頃、令和３年５月より） 

毎月口座より振替るもの（いずれも今年度の例） 

・ 給食費・・・・・３，８００円 

・ 学年費（教材費）・・・ １，６００円程度  ◎年度当初に予算書を配布します。 

         （毎月発行の学年だよりでもお知らせします。） 

尚、１年生は入学時の教材費として５，５００円程度を５月に口座から振替しています。（教材類、

ノート類、道具箱、名札、入学記念写真等） 

・ ＰＴＡ会費・・・１家庭２，４００円  ７月に１年分（200円×12 ヵ月）一括で口座より振替します。 

・ 安全会費・・・・１人    ７６０円  ９月に口座より振替します。 

（枚方市学校園安全共済会３００円、スポーツ振興センター４６０円） 

≪参考≫令和元年度 １年生 ５月引落し額１３，１１０円 

（給食費 4月分 3800円、5月分 3800円、教材費 5500円、振替手数料 10円） 
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（円）

学
年

５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

給食費 7,600 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 41,800 
ＰＴＡ費 － － 2,400 － － － － － － － 2,400 
教材費 5,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 － 1,600 1,000 － 16,100 
安全会費 － － － 760 － － － － － － 760 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
13,110 5,410 7,810 6,170 5,410 5,410 3,810 5,410 4,810 3,810 61,160 

１
　
年

振替手数料
合　計

（参考）令和元年度　振替予定

 
※令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により振替額が変更となる月が多数発生したため、令和元年

度を掲載しています。 

 

※郵便局への自動払込利用申込書の提出は、2月末までにお願いします。 

システムへの登録手続きに１ヶ月～２ヶ月の期間が必要になります。 

 

◎就学援助制度について 
 枚方市では経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学校でかかる必要な費

用を援助する就学援助制度があります。援助を希望される方は、申請書に必要事項を記入し申請を

お願いします。 

令和３年度 就学援助費受給申請書は入学式当日に配付しますので認定基準、申請方法をご確

認いただき記入のうえ提出をお願いします。受付処理が終わり次第「受理証」を発行しますので、枚

方市教育委員会教育支援推進室より認定・否認定の通知が来るまで大切に保管をお願いします。 

（注）一度認定されても、毎年度、申請が必要となります。 

 

◎入学式のご案内 
１．入学式    日  時   令和３年４月６日（火） 

            受  付    ９時１５分～９時４５分 

            集合時刻  ９時４５分 

            開  式   １０時 

            式  場   体育館   

（改めて入学式の案内はいたしません。） 

 

＜持ち物＞ 

・配付された教科書・教材が入る手さげ袋（大きめで厚めのもの） 

・スリッパ・靴入れ袋（保護者） 

・上ぐつ（児童） 

２．クラスは、入学式当日に発表します。クラスを確認後、受付で名札を配付します。 

 ３．入学式を欠席される場合は、必ず集合時刻前に学校にお知らせください。  

４．９時４５分には新入生全員がそろうようにご協力ください。 

５．自動車での来校は、お断りしています。 

 

 枚方市立山之上小学校  ℡ ０５０－７１０２－９０６８ 
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◎入学後について 
１． 学校は４月８日（木）から始まります。 

集団登校で登校させてください。始業は８時３０分です。 

集合場所・集合時刻は、事前に近所の上級生がお知らせに行きます。（３月中旬ごろ） 

※３月末になっても登校班の連絡がない場合は学校へお知らせください。 

２． 欠席・遅刻・早退の際は、理由を連絡帳で担任までお知らせください。 

（電話での連絡等は、できる限り避けてください。）※電話の対応は、平日の８：００～１８：００です。 

※留守家庭児童会に在籍の児童で児童会欠席の際は、児童会とクラス担任の両方に連絡してください。 
３． 入学当初の下校時には、教職員が分担して各地集合場所の近くまでお送りします。 

４． その他、詳しいことは「学年だより」やメール配信（ミルメール）等で連絡いたします。 

なお、入学後の事でご不明な点がありましたら、学校までご連絡ください。 

  ５． 児童生活環境資料の記載情報は、教職員間で共有いたしますことを予めご了承ください。 

 

校時表（通常授業）                      校時表（水曜日、水曜校時日課） 

朝学習 8：30～8：45 朝学習 8：30～8：45 

１時間目 8：45～9：30 １時間目 8：45～9：30 

２時間目 9：35～10：20 ２時間目 9：35～10：20 

２０分休み 10：20～10：40 ２０分休み 10：20～10：40 

３時間目 １0：４０～11：25 ３時間目 １0：４０～11：25 

４時間目 11：30～12：15 ４時間目 11：30～12：15 

給食 12：15～13：00 給食 12：15～13：00 

昼休み 13：00～13：20 昼休み 13：00～13：20 

そうじ 13：20～13：35 移動・準備 13：２０～13：２５ 

移動・準備 13：35～13：40 ５時間目 13：２５～14：１０ 

５時間目 13：４0～14：25 ６時間目 14：１５～15：００ 

６時間目 

(クラブ・委員会) 

14：30～15：15 

(14：35～1５：20) 
最終下校 1５：１0 

最終下校 16：30   

 

◎学校給食に関すること 
１．給食費     月額 ３，８００円  １食 ２３０円 

２．内 容 

・主食は週にパンが２回、ご飯が３回です。 

・副食は、大おかずと小おかずがあります。 

・牛乳は毎日つきます。（紙パック入り） 

・骨のついた魚や皮付きの柑橘類等も出てきます。 

・給食袋には給食ナフキン、パンの日には持ち帰り用のビニール袋を用意してください。 

３．実施日 

 ・学期はじめ   １年生は、４月１５日（木）から給食開始です。 

 ・学期終わり   終業式の前日まで 
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４．給食時間 

 ・準 備１２：１５～１２：３５ごろ  ・食 事１２：３５～１３：００（１年生は１学期は食事に３０分位とっています。） 

５．その他 

・食物アレルギー調査票で「食物アレルギーあり」の方は、給食開始までに面談調査等があります。

（別途説明有） 

 

◎学校保健に関すること 
1．学校感染症 

①種類 

第１種 感染症予防法第１類・第 2類 

第２種 インフルエンザ・百日ぜき・麻疹（はしか）・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）・風疹・

水痘（みずぼうそう）・咽頭結膜炎（プール熱）・結核 

第３種 腸管出血性大腸菌感染症・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・流行性感染性胃

腸炎・その他の感染症 

  ②出席停止期間（基準） 

第１種 治癒するまで 

インフルエンザ 発症後５日経過、かつ解熱後２日を経過 

百日ぜき 咳が消失するまで、又は５日間の適切な治療が終了するまで 

麻疹 解熱したあと３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 腫脹が発現後５日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで 

風疹 発疹が消失するまで 

水痘 すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱 主要症状が消失した後、２日を経過するまで 

結核・第３種 医師において感染のおそれがないと認めるまで 

上記のような疑いのある病気については必ず病院を受診するとともに、登校する際、 

医師より許可が出た旨をお知らせください。（治癒証明や診断書等は必要ありません。） 

 

２．健康管理カード 

 このカードは児童の学校生活における健康管理のため、また事故や急病などの緊急時に使用

する大切なものです。携帯電話や勤め先など、必ず連絡のつく電話番号を記入してください。特

に緊急で病院を受診する場合、処置の内容によっては保護者の方の同意がないと処置ができ

ない場合があります。年度途中に内容に変更があればお知らせください。 

心臓病・腎臓病・喘息・アレルギー・けいれん性体質などは必ずカードに記入し、担任にも知ら

せてください。また裏面は内科検診時の問診票になっております。こちらは４月１日時点での健康

状態で記入してください。 

 

３．日本スポーツ振興センター（※任意加入ですが、同意書は全員提出が必要です） 

   学校管理下においてけがをし、病院を受診した場合、医療費や見舞金が支給される共済制度で

す。枚方市学校園安全共済会は、枚方市独自の安全共済会で、スポーツ振興センターの対象

にならない軽微なけがや破折した門歯の治療が行われた際、共済の形で給付されます。学校

でのけがで受診された場合は学校までお知らせください。学校園安全共済会（資料参照） 



- 11 - 

 

 

４．アレルギー疾患の対応について 

    「食物アレルギー・アナフィラキシーショック」「気管支ぜん息」「アトピー性皮膚炎」「アレルギー

性結膜炎」「アレルギー性鼻炎」などのアレルギー疾患があり、学校園生活において特に配

慮等が必要な場合は、「学校生活管理指導表」を、医師に作成していただき、学校園までご

提出ください。  

なお、「学校生活管理指導表」の作成に当たり、検査や診療に関する費用及び「管理指導

表」の作成に係る文書料等は保護者様のご負担となりますので、ご了承ください。 

また、アレルギー疾患は１年経過すると症状が緩和したり、悪化したり、または新規に発症

することもありますので、原則として１年に１回のご提出をお願いします。（別紙参照） 

 

５．定期健康診断 

      身長（学期１回）、体重（学期１回）、視力検査（春・秋）、尿検査（春）、 

モアレ検査（５年）、校医健診（内科・歯科・眼科・耳鼻科（１・３年）） 

心臓検診、結核検診 【結果は『けんこうのきろく』でお知らせします。医師の診察を受けるよ

う別紙お知らせをもらった場合は、受診後報告書を提出してください。】 

 

６．基本的な生活習慣を身につけておきましょう 

・早寝、早起きの習慣を身につける。（夜９時には寝て、朝は始業２時間前には起きる。） 

・歯磨き、洗顔をする。 

・朝食は必ず食べる。 

・朝に排便をしてくる。 

・毎日ティシュ、ハンカチを持ってくる。 

・つめは曜日を決めて切るようにする。（手、足） 

・外から帰ったらうがいと手洗いをする。  

・密を避け、必ずマスクを着用する。 

 

７．朝の健康観察をお願いします 

    毎朝、健康状態を確認して、登校させてください。次のような場合は、回復するまで家庭で休養

させてください。 

・ 発熱 ３７度以上のとき 

・ 高熱の翌日 

・ 下痢、嘔吐をしているとき 

 

           

 

 

 

 

 

 

※欠席する場合は連絡帳で必ずご連絡ください。 

※気分がすぐれず登校するときは、連絡帳でお知らせください。 

※登校後に、３７．５度以上の発熱があった場合、お迎えをお願いします。 
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◇◇参考資料◇◇ 

 

学校事故に関するお知らせとお願い 

  

 学校では、児童が「けが」をしないよう、安全点検をしたり、遊具の使用の仕方や遊び方等について

の指導を重ねたりしながら、事故の未然防止に留意しておりますが、残念ながら学校での「けが」が

なくなりません。 

 学校管理下のもとで、お子さんが万一「けが」をされた場合は、下記のような措置をとっております

ので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

① 学校事故の範囲 

○ 定められた通学道路上での登校・下校中の「けが」 

○ 学校生活での時間帯【授業中、給食・清掃中等、休み時間等、遠足・校外学習等】 

 

② 学校の措置 

けがの状況によって、学校で手当てをしたり、経過観察をしてから診察を受けるかどうかを判

断したり、直ちに専門医の診察・治療を受けたりしております。 

また、すぐに症状が出ないで帰宅後症状が出ることもありますので、家庭での経過観察もよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

③ 診察を受けたとき 

保護者と連絡をとり、可能な限り病院等に来ていただいております。その時には保険証と子ど

も医療証をご持参ください。医療費につきましては、その場でお支払いいただき、後日、日本ス

ポーツ振興センター又は枚方市学校園安全共済会に書類申請をすれば返金されます。申請書

類は後日お渡しします。 

 

④ 学校で「けが」をして、帰宅後治療を受けた場合 

帰宅後治療を受けられた時も、自己負担額については支給されます。この場合、必ず担任に

お知らせください。 

 

⑤ その他 

緊急の病院受診の場合、処置の内容によっては、保護者の方の同意がないと処置できない

場合があります。緊急連絡先は必ず連絡のつく番号を学校にお知らせください。 

学校事故に関することでご不明な点がある場合は、ご遠慮なく学校におたずねください。 


